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２０２１春季生活闘争をめぐる情勢
１．国内の経済動向

　�　日本銀行は「日銀短観（１２月１４日）」において、日本経済の先行きを展望すると、大企業・製造

業は小幅な改善、非製造業は悪化が見込まれるとしている。

　�　製造業については、輸出や生産の持ち直しが一服するとみられることから、自動車の改善ペース

が鈍化したほか、自動車への依存度が高い鉄鋼や非鉄金等の素材業種の先行きも小幅な改善にとど

まっている。

　�　非製造業については、インバウンドの回復が見込めないことや新型コロナウイルス感染再拡大に

伴う消費者行動の慎重化、ＧｏＴｏキャンペーン事業の見直し、一部地域での営業時間短縮要請等

が重石となり、運輸・郵便や宿泊・飲食サービスは小幅な改善となった。一方、小売りは年末賞与

減の影響等を背景に悪化した。また、建設投資の落ち込みやテレワークの拡大を背景とした特需の

一服を受けて、建設や情報サービスは悪化予想となっている。

　�　中小企業の先行きについても、製造業は小幅な改善、非製造業は悪化が見込まれている。中小企

業は大企業に比べて資金繰りが厳しいことなどから、大企業と比べ先行きの見方が慎重になってい

る。とりわけ、非製造業は宿泊・飲食サービスや対個人サービス等の対人接触型サービスを中心に

全業種が悪化している。

　�　２０２０年度の経常利益計画は、製造業は輸出の急回復を背景に上方修正されたものの、非製造業は

感染終息が見通せない中、大幅な下方修正となった。今後さらに企業収益が下振れる可能性には留

意が必要である。

　�　２０２０年度の設備投資計画は、製造業は収益の悪化を受けて設備投資の先送りや規模縮小の動きが

出たとみられる。非製造業は、下期の投資計画が徐々に固まったことで中小企業は上方修正された

ものの、新型コロナウイルス感染再拡大による業績の悪化を背景に大企業で下方修正されたことが

全体を押し下げた。なお、全体の設備投資計画が前年度割れの中で、ソフトウェア投資計画は前年

度比プラスを維持している。非製造業を中心に、テレワークや感染防止への対応、オンライン販売

へのシフト等に向けた投資が増加した。

　�　雇用情勢については、製造業は生産活動の正常化に伴い、人員過剰感が弱まったものの、依然と

して過剰超となっている。一方、非製造業は、外食・旅行などサービス支出の回復を背景に人手不

足感が強まった。先行きは改善が見込まれるが、足元の感染再拡大を受けた飲食店への営業時間短

縮要請等を背景に、雇用調整圧力が強まる可能性には留意しなければならない。

２．山形県の経済状況

　�　「山形県経済動向月例報告（１月１８日）」では、本県経済は、新型コロナウイルス感染症の影響

により、依然、厳しい状況にあるものの、持ち直しの動きがみられると概況を示している。

　�　また、日本銀行山形事務所は「山形県金融経済概況（１月２９日）」において山形県の景気は、厳

しい状態にあるが、持ち直しの動きが続いていると述べている。最終需要の動向をみると、公共投

資は横ばい圏内で推移しているが、設備投資は前年を下回る動きとなっている。個人消費はサービ

ス消費中心に厳しい状態にあるが、全体として持ち直しの動きが続いている。住宅投資は弱めの動

きとなっている。

２０２１春季生活闘争方針
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　�　こうした中、生産は持ち直しの動きがみられている。雇用・所得環境は弱めの動きが続いており、

消費者物価（生鮮食品を除く総合）は前年を下回った。

３．山形県の雇用情勢と賃金の動向

　⑴�　県内の有効求人倍率は、２０１２年の０．８８倍から上昇を続け、２０１８年は１．６４倍を記録した。しかし

今年度は１２月時点で１．１０倍※１と前年度を０．３６ポイント下回っており、新型コロナウイルス感染

症の雇用に与えた影響が浮き彫りとなっている。また、完全失業率では、７月～９月の平均が

２．３％※２と全国平均の３．１％※２を下回ってはいるものの、前年度と比較すると０．７ポイント悪化し

ており、更なる雇用への影響が懸念される。

　⑵�　正社員有効求人倍率においても１２月時点で０．９０倍※１となり５月時点での０．８０倍からは０．１０ポ

イント改善しているが、前年度同期比で０．３５ポイント低下している。

　⑶�　常用雇用者数におけるパートタイム労働者の比率は前年同月差１．９ポイント増の２５．８％※３とな

り、８年連続で増加傾向にある。

　⑷�　２０１９年度の県内一般労働者の毎月決まって支給される給与の平均月額は、２３２，８７０円※４、前

年比０．３％の微増となった。パートタイム労働者の毎月決まって支給される給与の平均月額は、

９４，９３２円※４となり対前年比０．５％の増加となっている。

　　�　また、２０２０年１１月分の県内一般労働者の、毎月決まって支給される給与の平均月額は、
２２７，０６０円※３対前年比３．３％の減少となり、パートタイム労働者の毎月決まって支給される給与

の平均月額は、９４，００９円※３と対前年比２．３％のマイナスとなった。

　⑸�　２０２１ミニマム運動で集計した連合山形加盟組合平均賃金（サンプル数：３９組合・５，５９６人）は、

対前年度比０．５３％減の２５６，２６５円と昨年度を下回っている。
　　　※１　令和３年１月２９日発表　山形労働局「最近の雇用情勢について」より抜粋

　　　※２　総務省統計局「２０２０労働力調査（モデル推計）都道府県別結果より抜粋

　　　※３　令和２年１１月３０日発「山形県毎月勤労統計調査」より抜粋

　　　※４　令和２年９月発表　「統計やまがた」より抜粋

４．人口動向と課題

　⑴�　山形県「山形県社会的移動人口調査」によれば、２０１８年１０月～２０１９年９月の１年間における県

内の人口の移動状況は、対前年増減数が１２，７４８人の減少、一昨年度も１１，６４７人が減少しており

年１万人以上の減少が続いている。また、２０１８年度以降山形県の人口が１１０万人を下回っており、

過去１０年間で１０万人以上の個人消費が毎年県内から失われたこととなり、経済に与える影響が深

刻さを増している。

５．働き方（総実労働時間）の現状

　⑴�　県内の２０１９年度平均月間総実労働時間（パートタイム含む）は対前年比で２．１％減の１４８．６時間

となり、５年連続で減少している。所定外労働時間は９．３時間となり対前年比で９．０％の減少となっ

た。

　⑵�　就業形態別労働時間では、一般労働者の総実労働時間は対前年度比２．１％減の１６６．４時間となり、

うち所定外労働時間は対前年比９．５％減の１１．５時間となっている。

　　�　パートタイム労働者の総実労働時間は対前年比３．５％減の９２．８時間となり、うち所定内労働時

間は対前年比３．３％減の９０．５時間となっている。

　⑶�　県内の総実労働時間を全国平均と比較すると、全国平均は対前年比２．２％減の１３９．１時間、全国

平均との格差は１０６．８（全国＝１００）となり、前年と同率となっている。
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２０２１春季生活闘争に対する基本的な考え方

１．賃金要求に対する考え方

　⑴�　日本経済は、米中貿易摩擦によるグローバル経済の悪化に加え、コロナ禍による全世界的な経

済活動の停滞により、４－６月期のＧＤＰは戦後最大の落ち込みとなった。経済活動の再開によ

り抑制されていた需要は徐々に戻りつつあるものの、リーマンショック時とは異なり、コロナ禍

は人の往来を抑制しているため、観光・飲食・鉄道・航空など特定の産業に依然として大きな影

響を与えている。一方で、このコロナ禍の中、社会機能を支え続けている医療・介護、インフラ

に関わる構築・保守、食料品など生活必需品の製造、小売り・物流などいわゆるエッセンシャル

ワーカー等の処遇は、必ずしも、その「働きの価値に見合った水準」となっていない現状なども

明らかとなっている。

　⑵�　今次闘争における賃上げ環境は例年とは大きく異なるとは認識するものの、コロナ禍以前から

の構造的課題であるわが国の人口減少や格差の状況を踏まえれば、感染症対策と経済の自律的成

長の両立は、世界経済の先行きの不確実性が依然として高まる中、ＧＤＰの６割を占める個人消

費を維持・拡大していくことにかかっている。

　⑶�　そして、その実現は、雇用の維持・確保を大前提に、賃上げの流れを継続する中で、この間、

社会機能を支えたいわゆるエッセンシャルワーカーや、地域経済を支える中小企業、雇用労働者

の４割を占める有期・短時間・契約等労働者の処遇を「働きの価値に見合った水準」に引き上げ

ていく、すなわち分配構造の転換につながり得る賃上げに取り組むことに他ならない。

　⑷�　したがって、２０２１春季生活闘争においても、「底上げ」「底支え」「格差是正」の取り組みの考

え方を堅持する中で、引き続き、月例賃金の絶対額の引き上げにこだわり、名目賃金の最低到達

水準と目標水準への到達、すなわち「賃金水準の追求」に取り組むこととする。

〈「底上げ」「底支え」「格差是正」の取り組みの考え方〉

目的 要求の考え方

底上げ
産業相場や地域相場を引き上
げていく

定昇相当分 +引き上げ率
（→地域別最低賃金に波及）

格差是正
企業規模間、雇用形態間、男
女間の格差を是正する

◦�社会横断的な水準を額で示し、その水準への到
達をめざす
◦�男女間については、職場実態を把握し、改善
に努める

底支え 産業相場を下支えする
企業内最低賃金協定の締結、水準の引き上げ
（→特定（産業別）最低賃金に波及）

〈連合・構成組織・地方連合会の取り組み〉

連合 構成組織 地方連合会

底上げ
様々な指標を総合勘
案し、「定昇相当分 +
引き上げ率」で提示

連合方針を踏まえて
各構成組織にて要求
方針を検討

連合方針を踏まえて
各地方連合会で要求
方針を検討
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格差是正

「企業規模間格差是正
に向けた目標水準」お
よび「雇用形態間格差
是正に向けた目標水
準」を設定

�

同上

①　�連 合 リ ビ ン グ
ウェイジをクリ
アする（別記参照）

②　�各県の地域ミニ
マム第１十分位
以下をなくす

　　�（地域ミニマム）
別記参照

③　�連合方針をめざ
す

底支え

企業内のすべての労
働者を対象に企業内
最低賃金協定を締結
する際のめざす水準
を設定 同上 同上

２．「すべての労働者の立場に立った働き方」の見直し

　�　現下の雇用情勢は、コロナ禍の影響により悪化が続いており、当面は最悪の事態を回避すべく、

緊急的な雇用対策を政策面・運動面から継続していくが、日本は構造的に生産年齢人口が減少の一

途をたどっており、今後の経済が再生していく過程において「人材の確保・定着」と「人材育成」

に向けた職場の基盤整備が重要であることから、健康で働き続けられる労働時間と過労死ゼロの実

現、「社会生活の時間」の充実を含めたワーク・ライフ・バランス社会の実現、個々人の状況やニー

ズにあった働き方と処遇のあり方など職場の基盤整備に向けて総体的な検討と協議を行うこととす

る。

　�　加えて、感染症リスクを回避し、業種ごとのガイドラインに即した職場環境整備にも取り組む必

要があり、感染症を予防し、安全に安心して働くことのできる職場環境を構築することは、職場を

守るだけではなく、社会活動の場や各種サービスを利用する人など「社会の安全を守る」ことにつ

ながっていることを共通理念としなければならない。

　�　また、企業規模によって、法令の施行時期や適用猶予期間の有無、適用除外となるか否かは異な

るが、働き方も含めた取引の適正化の観点も踏まえ、取り組みの濃淡や負担感の偏在が生じないよ

う、すべての構成組織・組合が同時に取り組むこととする。

３．サプライチェーン全体で生み出した付加価値の適正分配

　�　中小企業は地域社会の担い手である。中小企業の経営基盤を強化し、賃上げ原資を確保していく

ためには、働き方も含めた「取引の適正化」の推進が不可欠である。

　�　加えて、それぞれの強みや地域資源を活かし、豊かな暮らしや良質な仕事が創り出される、分散

型で活気ある地域社会をつくっていくためにも、連合が提唱する「パートナーシップ構築宣言」の

推進、「笑顔と元気のプラットフォーム」などを通じた地域の関係者との対話などを進めていく。

　�　さらに、働く者は同時に消費者でもある。一人ひとりが倫理的な消費行動を日々実践していくこ

とも持続的な社会に向けた大切な営みであり、消費者教育の推進とともに、働く者の立場から社会

に呼びかけていく。

４．ジェンダー平等・多様性の推進

　�　多様性が尊重される社会の実現に向けて、性別をはじめ年齢、国籍、障がいの有無、就労形態な

ど、様々な違いを持った人々がお互いを認め合い、やりがいを持って、ともに働き続けられる職場
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を実現するため、格差を是正するとともに、あらゆるハラスメント対策や差別禁止に取り組む。

　�　また、ジェンダーバイアス（無意識を含む性差別的な偏見）や固定的性別役割分担意識を払拭し、

仕事と生活の調和をはかるため、すべての労働者が安心して両立支援制度を利用できる環境整備に

向けて、連合のガイドラインや考え方・方針を活用するなどして取り組みを進める。

５�．以上の認識のもと、連合山形は、連合方針を受け止め、２％程度（定期昇給相当分を含め４％程

度）を基準とした賃金引き上げによる「底上げ」「底支え」「格差是正」と「すべての労働者の立場

にたった働き方の見直し」を最重点に、２０２１春季生活闘争をすべての働く仲間の「総合労働環境（賃

金・一時金・福利厚生・労働時間および労働関係法制を踏まえた環境整備等）の改善」をめざす闘

いと位置づけ、構成組織が一丸となって取り組む。

【連合２０２１春季生活闘争方針概要】

具体的取り組み
Ⅰ．「底上げ」「底支え」「格差是正」に向けた取り組み
１．月例賃金

　⑴�　すべての組合は月例賃金にこだわり、賃金の引き上げをめざす。要求の組み立ては、定期昇給

相当（賃金カーブ維持相当）分（２％）の確保を大前提に、産業の「底支え」「格差是正」に寄

与する「賃金水準追求」の取り組みを強化し、それぞれの産業における最大限の「底上げ」に取

り組むことで、２％程度の賃上げを実現し、感染症対策と経済の自律的成長の両立をめざす。　

同時に、企業内で働くすべての労働者の生活の安心・安定と産業の公正基準を担保するため、企

業内最低賃金の協定化に取り組む。なお、取り組みにあたっては、企業内最低賃金協定が特定（産

業別）最低賃金の金額改正に強く寄与することも踏まえる。

　　　具体的な要求指標は、次表のとおりとする。

１�．日本の抱える構造課題とコロナ禍によって明らかとなった社会の脆弱さを克服し、将来世代

に希望がつながる持続可能な社会の実現。

２�．感染症対策と「経済の自律的成長」を両立していくためには、雇用の確保を大前提に、労働

条件の改善による消費の喚起・拡大が不可欠。

３�．�誰もが安心・安全に働くことのできる環境整備と分配構造の転換につながり得る賃上げに

取り組み、「感染症対策と経済の自律的成長」の両立と「社会の持続性」の実現をめざす。
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〈２０２１春季生活闘争における賃金要求指標パッケージ〉

底上げ

定期昇給相当（賃金カーブ維持相当）分（２％）の確保を大前提に、産業の
「底支え」「格差是正」に寄与する「賃金水準追求」の取り組みを強化しつつ、
それぞれの産業における最大限の「底上げ」に取り組むことで、２％程度の
賃上げを実現し、感染症対策と経済の自律的成長の両立をめざす。（別記参照）

企業規模間格差 雇用形態間格差

格
差
是
正

目標
水準

めざすべき目標水準（別記参照）

◦昇給ルールを導入する。
◦�昇給ルールを導入する場合は、勤
続年数で賃金カーブを描くことと
する。
◦�水準については、「勤続１７年相当
で時給１，６００円・月給２６４，０００円以
上となる制度設計をめざす」（別
記参照）

最低
到達
水準※６

最低到達目標水準（別記参照）
企業内最低賃金協定１，１００円以上

企業内最低賃金協定１，１００円以上
（別記参照）

底支え
◦企業内のすべての労働者を対象に協定を締結する。
◦締結水準は、生活を賄う観点と初職に就く際の観点を重視し、
「時給１，１００円以上」をめざす。（別記参照）

　⑵�　構成組織は、月例賃金にこだわり、名目賃金の到達目標の実現と最低到達水準の確保、すな

わち「賃金水準の追求」に取り組む。

　　�　それぞれの産業において「めざすべき賃金水準」を設定した上で、自組織の中小組合や有期・

短時間・契約等で働く者が自らの賃金の「働きの価値に見合った水準」への到達を追求し得る

要求を設定するために、責任ある指導・支援を行う。

　⑶�　中小企業に対置する労働組合は、連合山形『賃上げ要求水準』『めざすべき賃金水準』『最低到

達目標水準』（別記）を意識し、定期昇給相当分（賃金カーブ維持相当分）を確保した上で、水

準の到達に必要な賃金引き上げに向け最大限の要求を確立する。また、獲得した賃金改善原資

の各賃金項目への配分等にも積極的に関与する。

【対象となる中小企業】

２．一時金

　⑴�　月例賃金の引き上げにこだわりつつ、年収確保の観点も含め水準の向上・確保をはかること

とする。

　⑵�　有期・短時間・契約等で働く労働者についても、均等待遇・均衡待遇の観点から対応をはか

ることとする。

　資本金の額又は出資の総額が３億円（小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主につい

ては、５，０００万円、卸売業を主たる事業とする事業主については１億円）以下である事業主、及

びその常時使用する労働者の数が３００人（小売業を主たる事業とする事業主については５０人、卸

売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については１００人）以下である事業主をいう。
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Ⅱ．「すべての労働者の立場にたった働き方」の見直し
１．長時間労働の是正

　⑴�　豊かな生活時間とあるべき労働時間の確保

　　�　すべての働く者が「生きがい」「働きがい」を通じて豊かに働くことのできる社会をめざし、

すべての労働者が豊かで社会的責任を果たしうる生活時間の確保と、「年間総実労働時間１８００時

間」の実現に向けた労働時間短縮の取り組みによる安全で健康に働くことができる職場の中で最

大限のパフォーマンスが発揮できる労働時間の実現とを同時に追求していく。

　⑵�　改正労働基準法に関する取り組み

　　　時間外労働の上限規制を含む改正労働基準法等の職場への定着をはかるため、次に取り組む。

　⑶�　すべての労働者の雇用安定に向けた取り組み

　　�　雇用の原則は「期間の定めのない直接雇用」であることを踏まえ、すべての労働者の雇用の安

定に向けて取り組む。

　　�　とりわけ、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策等により影響を受けている産業・企業に

ついては、政府・地方自治体等の助成金・補助金などを最大限活用し、雇用の維持・確保を優先

して労使で協議を行う。

　　�　その際、急激な事業変動の影響を受けやすい、有期・短時間・派遣労働者に加え、障がい者、

新卒内定者の雇用維持についても、同様に労使で協議する。

　⑷�　職場における均等待遇実現に向けた取り組み

　　�　同一労働同一賃金の法規定が２０２１年４月より中小企業も含めて完全施行されることを踏まえ、

すべての労働組合は、職場の有期・短時間・派遣労働者の労働組合への加入の有無を問わず、以

下に取り組む。無期転換労働者についても、法の趣旨にもとづき同様の取り組みを進める。

①�３６協定の点検・見直し（限度時間を原則とした締結、休日労働の抑制、過半数労働組合・過

半数代表者のチェック等）および締結に際しての業務量の棚卸しや人員体制の見直し

②すべての労働者を対象とした労働時間の客観的な把握と適正な管理の徹底

③�年次有給休暇の１００％取得に向けた計画的付与の導入等の労使協議の実施および事業場外みな

しや裁量労働制の適正な運用に向けた取り組み ( 労使協定・労使委員会、健康・福祉確保措置

の実施状況、労働時間の状況の点検 ) の徹底

①�有期雇用労働者の雇用の安定に向け、労働契約法１８条の無期転換ルールの内容周知や、無期

転換回避目的や、新型コロナウイルス感染症の拡大を理由とした安易な雇止めなどが生じて

いないかの確認、通算期間5年経過前の無期転換の促進などを進める。

②�派遣労働者について、職場への受入れに関するルール（手続き、受入れ人数、受入れ期間、期

間制限到来時の対応など）の協約化・ルール化をはかるとともに、直接雇用を積極的に受入

れるよう事業主に働きかけを行う。
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①　有期・短時間労働者に関する取り組み

②　派遣労働者に関する取り組み

　⑸�　６０歳以降の高齢期における雇用と処遇に関する取り組み

　　�　健康寿命の延伸等を背景に「人生１００年時代」と言われる中、高齢者の就業意欲が高まりを見

せていることに加え、世界に類を見ないスピードで超少子高齢化・労働力人口減少が進むわが国

においては、高齢期でも年齢にかかわりなく就労を希望する者全員が自身の能力を最大限発揮し、

高いモチベーションをもって働き続けることができる基盤整備は焦眉の課題である。したがって、

以下の取り組みを進めていく。

ａ�．有期雇用労働者の雇用の安定に向け、労働契約法１８条の無期転換ルールの内容周知や、無

期転換回避目的や、新型コロナウイルス感染症の拡大を理由とした安易な雇止めなどが生じ

ていないかの確認、通算期間5年経過前の無期転換の促進などを進める。

ｂ�．派遣労働者について、職場への受入れに関するルール（手続き、受入れ人数、受入れ期間、

期間制限到来時の対応など）の協約化・ルール化をはかるとともに、直接雇用を積極的に受

入れるよう事業主に働きかけを行う。

〈派遣先労働組合の取り組み〉

ａ．正規雇用労働者と派遣労働者の労働条件・待遇差を確認する。

ｂ�．派遣先均等・均衡待遇が可能な水準での派遣料金設定や派遣元への待遇情報の提供など、事

業主に対する必要な対応を求める。

ｃ�．食堂・休憩室・更衣室など福利厚生施設などについて派遣労働者に不利な利用条件などが

設定されている場合は、是正を求める。

〈派遣元労働組合の取り組み〉

ａ．待遇情報の共有や待遇決定方式に関する協議を行う。

ｂ�．待遇決定方式にかかわらず比較対象労働者との間に不合理な格差等がある場合には、是正

を求める。

ｃ�．有期・短時間である派遣労働者については、上記①の取り組みについて確認（比較対象は

派遣元の正規雇用労働者）

ｄ．派遣労働者の組合加入およびその声を踏まえた労使協議の実施

ｅ．派遣労働者への待遇に関する説明の徹底
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①　基本的な考え方

②　改正高年齢者雇用安定法の取り組み（７０歳まで雇用の努力義務）

　⑹　テレワーク導入に向けた労働組合の取り組み

　　　今後、テレワークを導入する際には、次の考え方をもとに取り組みを行う。

　　�　なお、テレワークに適さない業種や職種に従事する労働者については、感染リスクを回避した

環境整備、労働時間管理、健康確保措置など、啓発や適切な措置を講じるものとする。

ａ．６０歳～６５歳までの雇用確保のあり方

◦�６５歳までの雇用確保は、希望者全員が安定雇用で働き続けることができ、雇用と年金の接続
を確実に行う観点から、定年引上げを基軸に取り組む。

◦�なお、継続雇用制度の場合であっても、実質的に定年引上げと同様の効果が得られるよう、６５
歳までの雇用が確実に継続する制度となるよう取り組む。併せて、将来的な６５歳への定年年

齢の引上げに向けた検討を行う。

ｂ．６５歳以降の雇用（就労）確保のあり方

◦�６５歳以降の就労希望者に対する雇用・就労機会の提供については、原則として、希望者全員
が「雇用されて就労」できるように取り組む。

◦�高齢期においては、労働者の体力・健康状態その他の本人を取り巻く環境がより多様となる
ため、個々の労働者の意思が反映されるよう、働き方の選択肢を整備する。

ｃ．高齢期における処遇のあり方

◦�年齢にかかわりなく高いモチベーションをもって働くことができるよう、働きの価値にふさ
わしい処遇の確立とともに、労働者の安全と健康の確保をはかる。

ａ�．同一労働同一賃金の法規定対応の確実な実施（通常の労働者と定年後継続雇用労働者をは

じめとする６０歳以降の短時間（パート）・有期雇用で働く労働者との間の不合理な待遇差の是正）

ｂ�．働く高齢者のニーズへの対応のため、労働時間をはじめとする勤務条件の緩和や健康管理

の充実などの推進

ｃ．高齢化に伴い増加がみられる転倒や腰痛災害等に対する配慮と職場環境改善

ｄ�．労働災害防止の観点から、高齢者に限定せず広く労働者の身体機能等の向上に向けた「健

康づくり」の推進

①�テレワークは、重要な労働条件である「勤務場所の変更」にあたるため、「具体的な取り組み

のポイント」を参考に実施の目的、対象者、実施の手続き、労働諸条件の変更事項などについ

て労使協議を行い、労使協定を締結した上で就業規則に規定する。その際、情報セキュリティ

対策や費用負担のルールなどについても規定する。なお、テレワークの導入・実施にあたっては、

法律上禁止された差別等に当たる取り扱いをしてはならないことにも留意する。

②�テレワークの実施にあたっても、労働基準関係法令が適用されるため、長時間労働の未然防

止策と作業環境管理や健康管理を適切に行うための方策をあらかじめ労使で検討する。

③�テレワークを推進し、通勤時の公共交通機関の混雑等を緩和することは、テレワークが難し

い業種・業態で働く方々の感染リスク低減につながることについても留意する。

④�テレワークの運用にあたっては、定期的な社内モニタリング調査や国のガイドラインの見直

しなども踏まえ、適宜・適切に労使協議で必要な改善を行う。
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　⑺　障がい者雇用に関する取り組み

　　①�　障害者雇用促進法にもとづく法定雇用率が、２０２１年３月から２．３％（国・地方自治体２．６％、

教育委員会２．５％）に引き上げられることを踏まえ、職場における障がい者の個別性に配慮し

た雇用環境を整備したうえで、障害者雇用率の達成に取り組む。

　　②�　事業主の責務である「障がい者であることを理由とした不当な差別的取扱いの禁止」、「合理

的配慮の提供義務」、「相談体制の整備・苦情処理および紛争解決の援助」について、労働協約・

就業規則のチェックや見直しに取り組む。

Ⅲ．ジェンダー平等・多様性の推進
　多様性が尊重される社会の実現に向けて、性別をはじめ年齢、国籍、障がいの有無、就労形態など、

様々な違いを持った人々がお互いを認め合い、やりがいを持って、ともに働き続けられる職場を実現

するため、格差を是正するとともに、あらゆるハラスメント対策や差別禁止に取り組む。

　また、ジェンダーバイアス（無意識を含む性差別的な偏見）や固定的性別役割分担意識を払拭し、

仕事と生活の調和をはかるため、すべての労働者が安心して両立支援制度を利用できる環境整備に向

けて取り組みを進める。

闘いの展開
１�．連合山形は、２月１０日、執行委員会を闘争委員会とし、構成組織と連携した万全な闘争体制を確

立するとともに、「底上げ」「底支え」「格差是正」および「すべての労働者の立場にたった働き方」

の実現を目指す観点から、交渉の進捗状況や妥結状況について随時、情報を共有していく。

２�．すべての労働組合は、組合員との対話等を通じた確固たる要求方針を策定し、２０２１春季生活闘争

への結集を図るとともに、コロナ禍において誰もが安心・安全に働くことのできる環境整備と分配

構造の転換につながり得る賃上げに取り組み、「感染症対策と経済の自律的成長」の両立と「社会

の持続性」の実現をめざし闘争交渉や労使協議で訴えていく。

３�．すべての労働組合は、「要求書」を提出し、大手は連合本部が設定するヤマ場（３月１６日～１８日）

での決着に向け最大限結集するとともに、サプライチェーン全体での「公正取引の推進」をも意識

した交渉の徹底・強化および環境整備に努める。

　〈大手〉

　⑴　第１先行組合回答ゾーン　　　３月１５日（月）～１９日（金）

　⑵　第２先行組合回答ゾーン　　　３月２２日（月）～２６日（金）

　⑶　３月月内決着集中回答ゾーン　３月２９日（月）～３１日（水）　

　�　また、地場・中小については、連合山形が設定する回答ゾーンを踏まえて交渉日程の調整や必要

①改正女性活躍推進法および男女雇用機会均等法の周知徹底と点検活動。

②�職場のハラスメントの現状を把握するとともに、あらゆるハラスメントを一元的に防止する

取り組みや、差別禁止対策など労使協議を通じて就業環境の改善を進める。また、コロナ禍

での誹謗中傷等の問題が深刻化する中、職場の現状を把握するとともに、第三者を含めたあ

らゆるハラスメント対策や差別禁止の取り組みを徹底する。

③育児や介護と仕事の両立に向けた環境整備。

④次世代育成支援対策推進法にもとづく取り組みの推進。
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な戦術設定の準備を進め、決着をめざす。

〈地場・中小〉

　⑴　第１回答ゾーン　　　　　　　３月２２日（月）～３１日（水）

　⑵　第２回答ゾーン　　　　　　　４月１９日（月）～２３日（金）

　⑶　第３回答ゾーン　　　　　　　５月２４日（月）～２８日（金）

　⑷　第４回答ゾーン　　　　　　　６月２１日（月）～２５日（金）

４�．地場・中小労働組合は、早期に要求方針を確立するとともに、可能な限り、連合本部および連合

山形が設定する回答ゾーンを意識し、早期決着に向けた取り組みを展開する。

５�．また、すべての労働組合は春季生活闘争交渉の前進に向けた組合員の結集をはかる観点からも、

春季生活闘争と連動した積極的な組織拡大の取り組みを展開する。

６�．連合山形、構成組織は、すべての労働組合における要求の策定・確立および実現に向けた指導・

支援を強化する。

2021春季生活闘争
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「地域ミニマム」と「賃金水準の追求」および雇用形態間格差の是正

　２０２１春季生活闘争においては、「地域ミニマム」から算出された「賃上げ要求水準」及び「めざす

べき賃金水準・最低到達目標水準」を設定する。

　「賃上げ要求水準」は、賃金制度が整備されていない組合がめざす目標値とし、「最低到達目標水準」

は、すべての労働組合が達成すべき水準と設定する。賃金格差の是正を目標とし、これまで同様に賃

金水準の低位にある労働組合は、少なくともこの水準の達成をめざす。また、「めざすべき賃金水準」

は、すでに「最低到達目標水準」を達成している労働組合がより高い水準をめざすため設定する。

１．地域ミニマム

　２０２０年秋に３００人未満を中心とした構成組織から集計したデータを基に、連合山形の最低基準「地

域ミニマム」を設定し、地域間や企業間の格差是正と県内賃金水準の底支え、低賃金県からの脱却を

はかり、「地域ミニマム」以下の賃金をなくす取り組みを進める。

【地域ミニマムの推移】

年齢 2021年 ２０２０年 ２０１９年 ２０１８年 ２０１７年

１８歳 153,600 １４７,０００ １５０,４００ １４５,９００ １４３,３００

２０歳 162,200 １５６,０００ １５５,６００ １５２,４００ １４９,６００

２５歳 181,700 １７８,６００ １６９,４００ １６６,８００ １６４,０００

３０歳 197,900 １９６,２００ １８３,４００ １７９,１００ １７６,７００

３５歳 210,600 ２０９,７００ １９７,１００ １８９,８００ １８７,８００

４０歳 219,500 ２１９,０００ ２１０,３００ １９９,８００ １９７,６００

４５歳 224,500 ２２４,６００ ２２２,１００ ２０９,６００ ２０６,１００

別記

地域ミニマムの考え方

　２０２０年秋に実施した連合山形加盟中小組合員の賃金実態調査に基づき、地域ミニマムを以下

のとおり設定する。

①�　調査結果、賃金特性値を考慮し、１８歳、２０歳、２５歳、３０歳、３５歳、４０歳、４５歳の７ポイント

別に設定する。

②　設定の基礎ベースを全産業男女計とし、第１十分位の第３次回帰値とする。

③�　地域ミニマムの水準は、２０２１年４月以降の年齢額とし、明年３月末までの期間に、それぞれ

の年齢の地域ミニマム以下の賃金をなくす取り組みを進める。

④　地域ミニマムの設定額

年齢 平均
第１
十分位

第３次
回帰（Ａ）

賃上げ
率（Ｂ）

年齢
比率

Ａ×（１＋
Ｂ／１００）

地域
ミニマム

１歳当り
上 昇 額

１８歳 １６１，３００ １５１，５００ １５１，０００ １．６６％ ７４．７％ １５３，５０７ 153,600 ―

２０歳 １６５，５００ １５４，７００ １５７，９００ ２．７２％ ７８．１％ １６２，１９５ 162,200 ３，４５０

２５歳 ２００，６００ １７５，７００ １７４，３００ ４．１９％ ８６．２％ １８１，６０４ 181,700 ３，２８０

３０歳 ２２０，０００ １９０，６００ １８９，２００ ４．５５％ ９３．６％ １９７，８０９ 197,900 ２，９８０

３５歳 ２４６，７００ １９９，８００ ２０２，２００ ４．１１％ １００％ ２１０，５１１ 210,600 ２，６００

４０歳 ２５７，９００ ２０９，３００ ２１３，０００ ３．０１％ １０５．３％ ２１９，４１２ 219,500 ２，１６０

４５歳 ２７９，１００ ２１７，９００ ２２１，２００ １．４５％ １０９．４％ ２２４，４０８ 224,500 １，６４０
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２．賃金水準の追求

　「賃上げ要求水準」及び「めざすべき賃金水準・最低到達目標水準」

　⑴�　すべての労働組合は月例賃金にこだわり、賃金の引き上げをめざす。また要求の組み立ては、

定期昇給相当分（賃金カーブ維持相当分4,４００円）を確保した上で、名目賃金の到達目標の実現

と最低到達目標水準の確保、すなわち「賃金水準の追求」にこだわる。

　⑵�　中小組合は、賃金カーブ維持相当分（1年・1歳間差）を確保した上で、自組合の賃金と社会

横断的水準を確保するための指標（めざすべき賃金水準）とを比較し、その水準の到達に必要な

額を加えた総額で賃金引き上げを求める。また、獲得した賃金改善原資の各賃金項目への配分等

にも積極的に関与する。

　⑶�　連合山形の「賃上げ要求水準」は、賃金制度が整備されていない組合の目標値であることに加

え、連合加盟組合平均賃金との格差を解消するための水準額とする。

　　�　具体的には、連合本部賃上げ水準目標（6,０００円）と連合山形加盟組合平均賃金額（２５６,２６５円

×2％＝5,１２５円）との差額（８７５円）及び、連合加盟中小組合の賃金カーブ維持分（4,５００円）と

連合山形中小組合賃金実態調査による１歳間の平均間差額（昇給分4,４００円※１）との差額（１００

円）を格差是正分として上乗せする。

　　�　したがって、連合山形の賃上げ要求水準は、賃金改善分として６，０００円以上と賃金カーブ維持

分（昇給）４，４００円に格差是正分１００円を加算した『１０，５００円以上』とする。

　　めざすべき賃金水準（格差是正）　　（参考）

　【考え方】２０２０年連合山形中小組合賃金実態調査による第９十分位値をもとに算出

※１：４，４００円の考え方

　２０２０年連合山形中小組合賃金実態調査（全産業・男女計）中位数の２０歳から５０歳の１歳

間の平均間差額は、４，４００円である。

　　　　（２９８，８００円　－　１６６，１００円）÷３０≒４，４００円

　　　　　　５０歳中位数　　　　　　２０歳中位数

※２：６，０００円の考え方

　連合加盟組合全体平均賃金水準（約３０万円）の２％相当額に賃金改善分を上乗せした

６，０００円以上を賃上げ水準目標とする。

　①　連合加盟組合全体平均賃金水準の２％相当額６,０００円

　②�　連合山形加盟組合平均賃金額２５６，２６５円の２％（５，１２５円）と６，０００円との差額８７５円

を加算する。

全産業

１８歳 １７２，０００円

２０歳 １８４，０００円

２５歳 ２３２，５００円

３０歳 ２５２，０００円

３５歳 ３１９，５００円

４０歳 ３２２，６００円

４５歳 ３５４，２００円

製造業 商業・サービス

１８歳 １７２，０００円 １６３，８００円

２０歳 １７８，６００円 １７４，０００円

２５歳 ２３３，３００円 ２０７，６００円

３０歳 ２５３，６００円 ２０８，８００円

３５歳 ３２１，７００円 ２５８，７００円

４０歳 ３２６，０００円 ２８９，４００円

４５歳 ３５６，４００円 ３１６，０００円
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　　最低到達目標水準（格差是正）　　　（参考）

　【考え方】２０２０年連合山形中小組合賃金実態調査による中位３次回帰値をもとに算出

３．雇用形態間格差の是正

　⑴�　有期・短時間・契約等で働く者の労働諸条件の向上と均等待遇・均衡待遇確保の観点から、企

業内のすべての労働者を対象とした企業内最低賃金協定の締結をめざす。締結水準については、

時給１，１００円以上をめざす。

　⑵�　加えて、「働きの価値に見合った水準」に引き上げていくため、昇給ルールの導入に取り組む。

なお、昇給ルールを導入する場合は、勤続年数で賃金カーブを描くこととし、水準については、

「勤続１７年相当（３５歳）で時給１，６００円・月給２６４，０００円以上」となる制度設計をめざす。

以　上

【企業内最低賃金　時給１，１００円の考え方】

◦�山形県の２０１７連合リビングウェイジの単身者時間額（所定内実労働時間数１６４ｈ時間換算）
９５０円及び、令和元年山形県の高卒初任給平均額（１５６，５００円）を所定内労働時間１６５ｈで

除した額９４９円を総合勘案した上で、格差是正の観点から連合方針１，１００円以上をめざす。

【昇給ルール水準の考え方】

◦�「賃金センサス、令和元年賃金構造調査『年齢階級別きまって支給する所定内給与額』」
の山形県の平均値（２４５，３００円）を所定内労働時間１６５ｈで除した金額を総合勘案し算出

【「勤続１７年相当（３５歳）で時給１，６００円・月給２６４，０００円以上」の考え方】

◦�賃金センサス、令和元年賃金構造調査『年齢階級別きまって支給する所定内給与額』の
３５歳前後の平均賃金を所定内労働時間１６５ｈで除した金額を総合勘案し算出

全産業

１８歳 １５９，０００円

２０歳 １６８，２００円

２５歳 １９２，０００円

３０歳 ２１５，８００円

３５歳 ２３８，３００円

４０歳 ２５８，１００円

４５歳 ２７３，５００円

製造業 商業・サービス

１８歳 １５９，５００円 １５３，６００円

２０歳 １６８，５００円 １６２，０００円

２５歳 １９２，４００円 １８３，４００円

３０歳 ２１６，８００円 ２０４，４００円

３５歳 ２４０，０００円 ２２３，７００円

４０歳 ２６０，５００円 ２３９，９００円

４５歳 ２７６，５００円 ２５１，７００円


